
入札説明書 

 

１ 入札執行者 

  公立大学法人福井県立大学 理事長 林 雅則 

 

２ 入札に付する事項 

（１）調達をする役務（以下「調達役務」という。）の名称 

   福井県立大学永平寺キャンパス植栽維持管理業務委託 

（２）委託内容 

入札説明書、設計書および仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。 

（３）委託期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

３ 入札の方法 

  一般競争入札による。 

 

４ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  この入札に参加することができる者は、公立大学法人福井県立大学契約事務取扱細則第 

４条に基づき定める競争入札参加の資格を有する者で、次に掲げる条件をすべて満たすも

のとする。 

（１）地方自治法施施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でない 

こと。 

（２）入札の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て、および民 

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていな 

い者であること。 

（４）福井市または福井市に隣接する市町に、主たる営業所があること。 

（５）この入札に併せて行われる技術的審査により、この入札に関する業務を実施する技術 

的能力および体制を有すると認められる者であること。 

 

５ 資格の確認に関する事項 

  この入札に参加しようとする者は、別紙様式１の入札参加資格確認申請書に必要書類を 

添えて次のとおり提出し、この入札に係る業務に関し技術的審査を受け、資格の確認を受 

けなければならない。 

（１）申請書等の提出期限 

平成２９年３月１４日（火）１７時 

（２）提出方法 

持参、または郵送すること。 

（３）必要書類 



ア 建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等（平成１０年福井県告示 

第７４９号）に基づき、県発注の造園工事の一般競争入札参加資格を有するもので 

あることを証明する書類（福井県競争入札参加資格決定通知書の写し） 

イ 平成１４年度以降において、本学、福井県または福井県内の他の官公署等から芝生面

積１５，０００㎡以上、高木（樹高３ｍ以上）５００本以上、低木（樹高１ｍ未満）６

０００㎡以上のうち２つ以上を満たす庭園の年間管理契約を元請として受注し、履行し

た実績（契約期間中のものを除く。）があることを証明する書類（別紙様式２ 実績調書） 

 ウ 一級造園技能士が最低１人、正職員として在籍しており、その者を履行場所に派 

遣し、自ら作業を行わせるほか、他の作業員を指導させることのできる体制が整っ 

ていることを証明する書類（別紙様式３ 保守体制一覧表および合格証書、保険証 

書等の写し） 

   エ 毒物劇物取扱責任者、農薬管理指導士または（社）緑の安全推進協会が認定して 

いる緑の安全管理士のうちいずれかの資格を取得している技術者が最低１人、正職 

員として在籍していることを証明する書類（合格証明書、合格証書、保険証等の写 

し） 

   なお、上記書類のほか、補足資料を求められる場合がある。 

（４）提出場所 

〒９１０－１１９５ 

福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

公立大学法人福井県立大学 経営企画部財務管理課 

電話 ０７７６－６１－６０００ 内線１０５８ 

ＦＡＸ ０７７６－６１－６０１１ 

（５）入札参加資格確認の結果の通知 

  入札参加資格の確認の結果は、書面により通知する。 

（６）入札参加資格確認の結果に対する質問書の提出方法等 

ア 提出方法 

入札参加資格確認の結果、入札に参加が認められなかった者はその結果に対する

質問書を持参または郵送により提出することにより、その理由について説明を求め

ることができる。 

イ 提出期限 

    平成２９年３月１７日（金）１２時 

ウ 提出場所 

５（４）と同様とする。 

 

６ 入札書の提出方法、提出期限および開札日時等 

（１）契約条項を示す場所、契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地ならびに 

この入札に関する問い合わせ先 

５（４）と同様とする。 

（２）入札の日時 

   平成２９年３月２２日（水）１０時４５分 



（３）入札の場所 

福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

公立大学法人福井県立大学 附属図書館棟１階 会議室 

（４）入札書の提出方法 

   入札書は、入札の日時に入札の場所へ持参し、提出すること。 

なお、郵送、電報または電送による入札は認めない。 

 

７ 入札説明書等に関する質問の提出期限および場所 

（１）提出期限  

平成２９年３月１４日（火）１２時 

（２）提出場所 

   ５（４）と同様とする。 

（３）入札説明書等に関する質問がある場合は、書面により提出すること。 

なお、当該書面は、持参または郵送を原則とするが、電送によるものについても、入 

札説明書等に関する事項であること、質問者が確認できることおよび後日書面を郵送す

ることを前提に認める。 

（４）本学、質問に対する回答を書面により速やかに質問者に行う。 

（５）入札説明書等に係らない事項についての質問は、平成２９年３月２１日（火）１２時 

までとし、電話によるものも認める。 

 

８ 入札保証金に関する事項 

（１）入札保証金の免除 

次に掲げる場合において、平成２９年３月２１日（火）１２時までに当該書類を公立 

大学法人福井県立大学経営企画部財務管理課に提出した者は、入札保証金の納付を免除

する。 

ア 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入 

札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 

   イ 公立大学法人福井県立大学契約事務細則第４条に基づき一般競争入札参加の資格 

を有する者について、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められ 

るとき。 

（２）入札保証金の納付 

   前号規定による入札保証金の納付免除に該当しない入札参加者は、見積った金額（税 

込）の１００分の５以上の入札保証金を、平成２９年３月２２日（水）９時３０分まで

に、公立大学法人福井県立大学経営企画部財務管理課に納付すること。 

なお、落札しなかった者の入札保証金は、落札決定後速やかに還付する。 

（３）入札保証金を納付する場合に納付に代えて提供できる担保 

   ア 国債、地方債 

   イ 鉄道債券、首都高速道路債券、公営企業債券、道路債券、北海道東北開発債券、 

電源開発株式会社債、阪神高速道路債券 

   ウ 銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連 



合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、水産協同組合、塩業組合、 

その他貯金の受入れを行う組合が振り出しまたは支払保証をした小切手 

   エ 日本銀行担保、適格社債（公募社債） （例 鉄道債、電力債等の事業債） 

    なお、以上に掲げた担保の価値は、国債および地方債については額面金額、小切手 

については小切手額、その他のものについては市場価格（当該入札日前１週間程度に 

おける価格とし、その判定は、東京株式の取引価格とする。）の８割に相当する金額と 

する。 

 

９ 契約保証金に関する事項 

  契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。ただし、次の場合は契約 

保証金の全部または一部の納付を免除する。 

（１）契約者が、保険会社との間に本学を被保険者とする「履行保証保険契約」を締結し、

当該「保険証券」を提供したとき。 

（２）過去２年間に本学、国、地方公共団体、公団あるいは県の公社と種類および規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 

10 入札および開札 

（１）入札参加者は、入札公告および入札説明書等を熟読し、入札心得を遵守の上、入札 

に参加しなければならない。この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、 

７により回答を求めることができる。ただし、入札後は、これらの不明の点を理由とし 

て異議を申し立てることはできない。 

（２）落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、１００分の８に相当する額

を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１

０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）入札参加者は、次に掲げる事項を記載した入札書（別紙様式４）を持参により、入札

公告に示した日時に提出しなければならない。 

  ア 上記（２）の入札金額 

  イ 入札に付する事項 

  ウ 入札者本人の住所（法人の場合は、その所在地）、氏名（法人の場合は、その名称 

または商号および代表者の職氏名）および押印（法人の場合は、代表者印および社 

印） 

（４）代理人が入札しようとするときは、入札参加者の委任状を持参し、入札開始前に入札

執行者に提出しなければならない。 

（５）入札参加者または入札代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすること

はできない。 

（６）入札参加者または入札代理人は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず入札書

の書き換え、または入札の取り消しをすることはできない。 



（７）開札は、入札参加者または入札代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者また

は入札代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

 

11 入札の無効 

次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 

（１）入札公告に示した入札に参加する資格がない者または資格をなくした者のした入札 

（２）委任状を提出しない代理人がした入札 

（３）前記 10（３）に掲げる事項の記載のない入札書を提出した入札 

（４）金額を訂正した入札書を提出した入札 

（５）誤字・脱字・脱漏・汚染・塗抹等により意思表示が不明確な入札書を提出した入札 

（６）不当に価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信または連合と認められる入札 

（７）同一の入札について、二通以上の入札書を提出した入札 

（８）二人以上の代理をした者の入札 

（９）入札保証金を要するものについて、所定の入札保証金を納付しない者のした入札 

（１０）入札の際、不正の行為をした者の入札 

 

12 落札者の決定に関する事項 

（１）この入札に係る調達役務の予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行 

った者を落札者とする。 

（２）前項の場合において、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直

ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 

（３）前項の場合において、くじを引かない者または立ち会わない者があるときは、これに

代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。 

 

13 契約書作成の要否および契約条項 

（１）契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

（２）契約条項は、契約書（案）のとおりとする。 

（３）契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する消費税お 

よび地方消費税の額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、 

その端数金額を切り捨てた金額）とする。 

 

14 再度入札 

開札の結果、落札者がいないときは、再度の入札をすることがある。 

この場合における入札の回数は、初回を合わせて２回を限度とする。 

 

15 その他 

（１）当該競争入札の落札決定の効果は、平成２９年度予算発効時において生ずる。 

（２）この入札について最低制限価格は設定しない。 

 


